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------------------------------------------------------------------ 
１．［ごあいさつ］電子版速報第 6報の配信にあたって 

２．［当会の動き］（１）資格法制化プロジェクトチーム会議：資格法制化の推進／（２）「心  

 理職の国家資格化を目指す院内集会」について/（３）各都道府県臨床心理士会の皆さま  

 へのご連絡／（４）各都道府県資格法制化関連説明集会：京都実施、秋田・群馬・名古 

 屋・岐阜で予定／（５）議員陳情活動：議連立ち上げに向けての活動について 

３．[臨床心理士関係 4団体関連]（１）当会：『資格問題の諸情報・電子版速報』／（２） 

 学会：資格関連委員会／（３）認定協会：理事会／（４）臨大協：新理事会発足／（５） 

 ４団体会合： 

４．［他団体等の動き］（１）精神科七者懇談会：「三団体要望書（案）」を了承／（２）臨 

 床心理職国家資格推進連絡協議会：運営規約の改定／（３）三団体会談：「三団体要望書」 

 に基づく陳情パンフレットの作成／（４）日本精神科病院協会：当会より訪問 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 
１．［ごあいさつ］電子版速報第 6報の配信にあたって 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
                                                会長 村瀬 嘉代子 

平成 23年度もあと少しを残すのみとなりました。先行きの不透明な政治の動きの中、

心理職の国家資格化への活動が行われております。私どもは国家資格の創設を通して、国

民に心理支援を身近なものにし、複雑、深刻化するさまざまなこころの問題への取り組み

をこれまで以上に、専門的に質の確かなものにして参りたいと願っております。当会では、

昨年 7月の理事会におきまして、いわゆる三団体の要望書案を承認いたしました。この要

望書案は、その後、三団体それぞれの審議を経て、案の文言に修正を加えることなく、昨

年 10月 2日に要望書としての確定を見ております。既に 2度の機関決定を行い、一資格に

よる国家資格創設への要望を決議しておりますことにあわせて、この要望書の了承を見ま

したことをもって、当会は三団体の活動に歩調を合わせて、国家資格創設の活動に取り組

んでおります。各都道府県臨床心理士会の皆様におかれましても、どうかご協力のほど、

お願いを申し上げます。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 
２．［当会の動き］（１）資格法制化プロジェクトチーム会議 

（２）「心理職の国家資格化を目指す院内集会」について 

        （３）各都道府県臨床心理士会の皆さまへのご連絡 

        （４）各都道府県資格法制化関連説明集会 

        （５）議員陳情活動 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
（１）資格法制化プロジェクトチーム会議 

 第 7 回までは速報 No.5 でお知らせしました。 

 第 8 回は 2 日 25 日、第 9 回は 3 日 10 日に開催されました。資格法制化をめぐる状況分

析と対応、ロビー活動、資格法制化にともなう問題・課題の検討等を行なっています。 
 

（２）「心理職の国家資格化を目指す院内集会」について 

 三団体主催で開催される「心理職の国家資格化を目指す院内集会」（日時：平成 24年 3

月 27日（火）16:30～17:30、会場：衆議院第一議員会館地下 1階大会議室で）の案内が推

進連より届きました。当会は、当会の機関決定に基づき、この集会の主旨を尊重し、会員

の皆さまにご参加くださるよう呼び掛けております。3 月 11日付で各都道府県にお知らせ

を発信しました。同時に当会ホームページにて広報しておりますので、なるべく 19日まで

に申し込みをしていただけますようご案内いたします。なお、集会は 300席の大会議室で

開かれます。多くの皆様の参加を重ねてお願いいたします。この集会には国会議員の方々

及び、当会会長を含む関係諸団体からの出席者のスピーチを予定しております。 

 

（３）各都道府県臨床心理士会の皆さまへのご連絡 

 上記院内集会のお知らせ及び、下記の議員陳情活動の依頼に対して、いくつかの都道府

県臨床心理士会からお問い合わせをいただいております。個人からのお問い合わせには、

その個人へ当会役員より可能な範囲で返信しております。また、全国の都道府県臨床心理

士会にご理解とご協力をいただくために、第 2回資格法制化担当者会議の日程を調整中で

す。 

 尚、3 月 18日開催の理事会において以下を決議し、活動を推進することを再確認いたし

ましたのでお知らせいたします。＜『心理師』（仮称）の国家資格制度の創設に向け、臨床

心理職国家資格推進連絡協議会、医療心理師国家資格制度推進協議会、日本心理学諸学会

連合が、平成 23年 10月 2日付で合意した要望書に基づき、本会理事会として積極的な活

動を展開していく。＞ 
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（４）各都道府県資格法制化関連説明集会 

 各都道府県資格法制化関連説明集会は、これまで各地で25回開催されました(詳細はNo.5
参照)。その後、平成 24 年 3 月 4 日に京都で開催されました。今後は、3 月 24 日に秋田、

4 月 22 日に群馬、5 月 13 日に名古屋、6 月 17 日に岐阜で開催予定です。 
尚、これまですでに説明集会が行われたところでも、第 2 回目の説明集会の希望があれ

ば、開催することができます。初めて開催されるところも含め、資格法制化プロジェクト

チームに希望をお寄せ下さい。 
 
（５）議員陳情活動 

 No.5 でお伝えしたように、三団体要望書の確定により、心理学関係学会、団体、及び

医療関係団体の了解がそろったことで、関係議員への陳情活動を開始しました。また、2 月

7 日付で、各都道府県臨床心理士会の皆さまに地元での陳情活動を依頼しました。これまで、

全国で 100 名以上の国会議員にアプローチ致しております。現在は、上記院内集会への参

加呼びかけを行いながら、議連立ち上げに向けて陳情活動を続けているところです。 
地元での陳情がありますと議員の注目度も上がり、協力をいただける可能性が高まりま

す。地元事務所への陳情に関するお問い合わせはメールで事務局へお寄せいただければ、

陳情の要点などについて、ご相談させていただきます。 
 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 
３．［臨床心理士関係 4団体関連の動き］（以下のホームページをご参照ください。）  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
（１）一般社団法人 日本臨床心理士会    http://www.jsccp.jp/ 
 『資格問題の諸情報・電子版速報』の No.1~No.5 はホームページに掲載中 
 
（２）一般社団法人 日本心理臨床学会    http://www.ajcp.info/ 
 資格関連委員会が情報の整理と学会への提案をしています。議事録はホームページに掲

載されています。 

 

（３）財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 http://www.fjcbcp.or.jp/ 
理事会において国家資格問題関連の議題は扱われていないとのことです。 

 

（４）日本臨床心理士養成大学院協議会    http://www.jagpcp.jp/ 
 役員改選があり、4月より新体制の活動が計画され、資格関連の委員会が設置された 

とのことです。 
 
（５）臨床心理士関係 4団体会合 

http://www.jsccp.jp/�
http://www.ajcp.info/�
http://www.fjcbcp.or.jp/�
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 第 8回臨床心理士関係 4団体会合は、4月 21日に開催予定です。 

 
◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

４．[他団体等の動き］（１）精神科七者懇談会 

（２）臨床心理職国家資格推進連絡協議会 

（３）三団体会談 

（４）日本精神科病院協会 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
（１）精神科七者懇談会 
  精神科医療行政に発言力の強いこの団体は、三団体の中の医療心理師国家資格制度推

進協議会に所属しています。これまで数回の会合の中で、三団体の要望書には大筋で合意

とのことで、現在は最終のつめの検討がなされています。 
 
（２）臨床心理職国家資格推進連絡協議会 

  2月 3日に運営規程の改正を行い、決議機関としての体制が整えられました。資格活動

について加盟団体担当者も陳情活動に参加しています。 

 

（３）三団体会談 

  陳情に向けて、パンフレットを作成。このパンフレットは各都道府県臨床心理士会に

もお届けしております。陳情活動を協力して、あるいはそれぞれに行うことを決め、3 月

27日の院内集会を主催します。 

 

（４）日本精神科病院協会 

  看護コメディカル委員会を組織しており、1月には当会役員が訪問して意見交換を行い

ました。国家資格の早期実現への要望を伝えられました。 

 

＜＜用語解説＞＞ 

「三団体」：臨床心理職国家資格推進連絡協議会（略称：推進連）、医療心理師国家資格制

度推進協議会（略称：推進協）、日本心理学諸学会連合（略称：日心連）の３団

体を指します。 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 お問い合わせは 一般社団法人日本臨床心理士会事務局 office@jsccp.jp まで。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


